
 

 

 

 

 

 

新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要 

（モデルナ筋注、武田薬品工業株式会社） 

 

１．報告状況 

○前回の合同部会（６月９日）以降、モデルナ筋注の副反応疑い報告において、医療機

関又は製造販売業者から死亡として報告された事例はなく、令和３年５月 22 日から

令和３年６月 13 日までに報告された死亡事例はない。 

○なお、上記に加え、令和３年６月 14 日から令和３年６月 18 日までに、医療機関又

は製造販売業者から死亡として報告された事例が１件あった（別紙１）。 

 

２．専門家の評価 

○令和３年６月 14 日以降に報告された事例について、今後専門家の評価を進める。 

第 62 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副

反応検討部会、令和３年度第 11 回薬事・食品衛生審議

会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 
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【別紙１】

報告書上の記載 対応するMedDRA PT
因果関係評価

（評価記号※）
コメント

1 94歳 男 2021年6月8日 2021年6月9日 不明 1回目

不明※

※製造販売業者のくすり相談窓口を
通じた被接種者の家族からの報告
内容に基づく。

くも膜下出血※ 評価中 不明※ 不明※ 不明※ 評価中 -

注1：5/22～6/18までに副反応疑い報告された内容に基づく。

接種日 発生日 ロット番号

新型コロナワクチン（モデルナ筋注、武田薬品工業株式会社）接種後に死亡として報告された事例の一覧（令和3年5月22日から令和3年6月18日までの報告分）

※評価記号
α：「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」
　原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β：「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」
　原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったとは認められない症例

γ：「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」
　情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

接種回数 基礎疾患等
報告医が

死因等の判断に
至った検査

因果関係
（報告医評価）

他要因の可能性
の有無

（報告医評価）

死因等 専門家による評価【6/23時点】

Ｎｏ
年齢
（接種
時）

性別

★評価記号

α：「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β：「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったとは認められない症例

γ：「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」
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